
〔R05.5 改訂〕

高知県健康政策部医療政策課

この制度は、将来医師として、医師の確保が必要な高知県内の地

域で勤務しようとする医学生の方に対し、「医師養成奨学貸付金」を

貸与して、その方の修学を支援することを目的としています。

貸与を受けた期間の１．５倍に相当する期間を、高知県内の指定

医療機関で勤務していただくなどの一定の条件を満たせば、貸付金

の償還が免除されます。

ぜひ、高知県で医師としての第一歩を始めてみませんか。
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１ 制度の目的

高知県内の人口１０万人あたりの医師数は全国でも上位となっていますが、高知市

を中心とする中央圏域への集中が著しく、その他の地域の医師数は全国平均並み又は

平均以下となっています。

また、産婦人科や外科などの特定の診療科目についても医師不足が深刻な状況とな

っております。

そこで、将来、県内指定医療機関等で医師として勤務する意思のある医学生に対して

貸付金を貸与し、本県に必要な医師を確保するとともに、医学生の修学を支援すること

を目的としています。

２ 制度の概要

高知県内の指定医療機関等において医師として勤務することを要件として、奨学貸

付金を貸与する制度です。

医学部在学中に貸与を受けた期間の１．５倍に相当する期間（6 年貸与であれば 9

年間）を、高知県内の指定医療機関で医師の業務に従事していただくなどの一定の条件

を満たせば、貸付金の償還が免除されます。

大学卒業後の臨床研修は、県内の基幹型臨床研修病院で受ける必要があります。（病

院の指定はありません）。

３ 貸与の対象者

大学において医学を履修する課程に在学する学生を対象としています。

① 地域枠学生（高知大学医学部入学者選抜の地域枠で入学した学生）

② その他の学生

＊他県大学の学生も応募できます。

４ 貸付金の種類と内容

修 学 貸 付 金 ： 将来、県内指定医療機関等で医師として勤務する意思のあ

る医学生が要する授業料等の修学及び生活上の経費とし

て貸与する。

特定科目加算貸付金 ： 将来、指定特定診療科目の医師として勤務する意思のある

医学生に修学貸付金に加えて貸与する。
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貸付金の額 修 学 貸 付 金 ： 月額 150,000 円

特定科目加算貸付金 ： 月額 80,000 円

＊指定特定診療科目

産婦人科、小児科、外科、麻酔科、脳神経外科

貸与の期間 大学の修学期間

ただし、６年（知事が特に認めたときは 7 年）を限度とする。

貸与の要件 ・大学を卒業後、県内指定医療機関等で医師として勤務

する意思を有していること。

・特定科目加算貸付金を希望する場合は、指定特定診療

科目の医師として勤務する意思を有していること。

・勉学の意欲がおう盛で心身ともに健全であること。

・年 1 回は地域医療実習等に参加すること。

＊その他、定期的な面談や知事との意見交換会等に参加していただきます。

５ 貸与の一時停止・取消し

（１）貸与の一時停止

貸付金の貸与を受けている医学生が休学又は長期にわたって欠席しようとすると

きは、貸付金の貸与を一時停止します。

なお、医学生が復学又は長期にわたる欠席をやめたときは、貸付金の貸与を再開す

ることができます。

（２）貸与の取消し

貸付金の貸与を受けている医学生が次のいずれかに該当するときは、貸付金の貸

与を取り消すことになります。

(1)貸付金の貸与の要件を欠いたとき。

(2)貸付金の貸与を受けることを辞退したとき。
※高知大学医学部地域枠入学者は、途中で辞退することはできません。

(3)学業の成績又は性行が不良であると認めたとき。

(4)病気又は負傷のため大学の卒業の見込みがないとき。
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(5)一時停止した貸付金の貸与の再開が認められないとき。

(6)上記の場合のほか、貸付金を貸与することが不適当であると認めたとき。

６ 貸付金の償還の猶予

貸付金の貸与を受けた者が、償還の免除となる条件を満たそうとしている期間中

は償還が猶予されます。猶予できる期間は臨床研修を修了した後 15 年間が限度と

なります。ただし、育児や介護による休業期間及び災害、病気等でやむを得ないと知

事が認めた期間は、１５年間に含みません。

＊償還猶予の対象となる期間

・貸与期間満了後また貸与取り消し後、引き続き在学しているとき

・卒業後、医師の免許を取得しようとしているとき（1 年以内）

・県内での臨床研修期間

・県内指定医療機関、特定科目県内医療機関又は特別指定県内医療機関での勤務

期間

・その他、育児、介護、災害、本人の病気、県外施設での専門研修（必須の場

合）、国内外への留学やサブスペ領域での研修（地域医療支援センター運営委

員会での承認を得た場合）

７ 貸付金の償還の免除

下記①②の期間の通算が貸付金の貸与期間の 1.5 倍（6 年貸与であれば９年間）

に達した場合、貸付金の償還が免除されます。

① 医師免許を取得した後、県内の基幹型臨床研修病院において臨床研修を受けた

期間。

ただし、貸与を受けた期間に応じて、算入される期間が異なります。（表１）

② 臨床研修を修了した後、県内指定医療機関、特定科目県内医療機関及び特別指

定県内医療機関で医師の業務（特定科目加算貸付金の貸与者は指定特定診療科

目の医師の業務）に継続して従事した期間。

＊償還の裁量免除

貸付金の貸与を受けた者が死亡、精神や身体の機能に著しい障害を生じ労働能力

を喪失する等やむを得ない事由により貸付金の償還を免除することが適当と認め

たときは、償還の全部又は一部を免除する場合があります。
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＊償還の免除期間に算入する勤務

① 臨床研修

大学卒業後、県内の基幹型臨床研修病院で勤務していただきます。

※貸与を受けた期間に応じて、算入される期間が異なります。（表１）

※旧条例を適用されている場合は、償還の免除期間に算入されません。

②-1 県内指定医療機関

高知市、南国市以外の区域にある病院及び診療所のうち、次に該当する医療機関

(1)公立（公立に準ずると認められる場合を含む）の医療機関

(2)許可病床数が 100 床以上あり、そのうち一般病床が 60％以上

である医療機関

(3)分娩を取り扱う医療機関（産婦人科の医師として勤務する場合）

(4)一般社団法人日本専門医機構が認定した専門医養成プログラムに

参加する医療機関

(5)日本医師会の日本医学会分科会登録学会が研修施設として認定した

医療機関

(6)上記(1)から(5)に準ずる医療機関として、知事が認めた医療機関

※ 県内指定医療機関で勤務した期間は、全て免除期間に算入されます。

②-２特定科目県内医療機関

高知市、南国市にある病院及び診療所のうち、次に該当する医療機関

(1)分娩を取り扱う医療機関（産婦人科の医師として勤務する場合）

(2)血液内科の診療を行う医療機関（血液内科の医師として勤務する場合に限

る。）

(３)心臓血管外科の診療を行う医療機関（心臓血管外科の医師として勤務する

場合に限る。）

(４)放射線治療を行う医療機関（放射線科の医師として放射線治療に係る診療

を行うために勤務する場合に限る。）

※ 特定科目県内医療機関で勤務した期間は、全て免除期間に算入されます。

②-3 特別指定県内医療機関

高知市、南国市にある病院及び診療所のうち、次に該当する医療機関

(1)一般社団法人日本専門医機構が認定した専門医養成プログラムに

貸与を受けた期間 3 年未満 3 年 4 年 5 年 6(7)年

償還の免除期間に算入

する臨床研修期間
なし 0.5 年 1 年 1.5 年 2 年

表１
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表２

参加する医療機関

(2)日本医師会の日本医学会分科会登録学会が研修施設として認定した

医療機関

※ 特別指定県内医療機関で勤務した期間は、貸与を受けた期間に

応じて、算入される期間が異なります。（表２）

貸与を受けた期間 2 年未満 2 年 3 年 4 年 5 年 6(7)年

償還の免除期間に

算入する勤務期間
なし

1.5

年
２年

2.5

年
3 年

3.5

年
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※専門研修プログラム参加施設及び学会認定参加施設に該当する医療機関は診療科によって異なります。 R5.5.1（病床数はR5.1.31） 現在

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （１） （２） （３） （４） （１） （２）

　 一 病

般 床

施   設   名 数

病

床 (計)

高知県立あき総合病院 175 270 ○ ○ ○ ○ ○ ○

田野病院 103 103 ○ ○ ○

芸西病院 219 ○ ○

愛宕病院（新松田会） 275 424 ○ ○

いずみの病院（医療法人防治会） 190 238 ○ ○

海辺の杜ホスピタル（医療法人精華園） 368 ○ ○

国吉病院（医療法人三和会） 69 106 ○ ○

高知鏡川病院（医療法人武田会） 271 ○

高知医療センター（高知県・高知市病院企業団立） 548 620 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知生協病院（高知医療生活協同組合） 114 114 ○

高知整形・脳外科病院（医療法人伊野部会） 30 102 ○

高知赤十字病院 402 402 ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知高須病院（医療法人尚腎会） 63 63 ○

高知ﾊｰﾓﾆｰ・ﾎｽﾋﾟﾀﾙ（医療法人杏林会） 133 ○

高知病院（医療法人野並会） 26 124 ○ ○

高知病院（独立行政法人国立病院機構） 402 424 ○ ○ ○ ○ ○
高知西病院（独立行政法人地域医療機能推進機構） 154 154 ○ ○

島津病院（医療法人仁栄会） 69 69 ○

島本病院（医療法人島本慈愛会） 120 ○

竹下病院（特定医療法人竹下会） 76 76 ○ ○

田中整形外科病院（医療法人瑞洋会） 90 90 ○

近森病院（社会医療法人近森会） 452 512 ○ ○ ○ ○

近森リハビリテーション病院（社会医療法人近森会） 180 ○ ○
近森オルソリハビリテーション病院（社会医療法人近森会） 44 100 ○

土佐病院（医療法人須藤会） 174 ○ ○

図南病院（特定医療法人久会） 125 125 ○

永井病院（医療法人永島会） 40 ○

藤戸病院（医療法人おくら会） 80 ○ ○

細木病院（社会医療法人仁生会） 162 456 ○ ○ ○

町田病院（医療法人旦龍会） 60 60 ○

海里マリン病院（医療法人緑風会） 76 76 ○ ○

もみのき病院（医療法人治久会） 60 60 ○ ○

あおぞら診療所（医療法人財団千葉健愛会） ○

植田医院（医療法人穂仁会） 19 19 ○

浅井産婦人科・内科 17 17 ○

内田脳神経外科 19 19 ○

国見産婦人科 19 19 ○

高知ファミリークリニック 19 19 ○ ○

やまかわ乳腺クリニック（医療法人乳和会） ○

けら小児科アレルギー科 ○

高知県療育福祉センター ○

高知大学医学部附属病院 583 613 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＪＡ高知病院 178 178 ○ ○ ○

南国病院 102 162 ○ ○

白菊園病院（医療法人白菊会） 47 187 ○

土佐市民病院（土佐市立） 150 150 ○ ○ ○ ○

野市中央病院（医療法人公世会） 91 171 ○ ○

鈴木内科（医療法人みどり会） ○

同仁病院（医療法人同仁会） 252 ○
佐野内科リハビリテーションクリニック（医療法人佐野会） ○

早明浦病院（医療法人十全会） 50 ○

嶺北中央病院（本山町立国民健康保険） 55 99 ○ ○

仁淀病院（いの町立国民健康保険） 60 100 ○ ○ ○ ○

高北国民健康保険病院（佐川町立） 56 98 ○ ○ ○

清和病院（医療法人青雲会） 30 354 ○ ○

北島病院（医療法人社団若鮎） 50 50 ○ ○

日高クリニック ○

一陽病院（医療法人南江会） 218 ○ ○

高陵病院（医療法人須崎会） 40 129 ○

須崎くろしお病院（医療法人さつき会） 116 158 ○ ○ ○

くぼかわ病院（医療法人川村会） 138 172 ○ ○ ○

梼原病院（梼原町立国民健康保険） 30 30 ○ ○

四万十市立市民病院（四万十市国民健康保険） 99 99 ○ ○ ○

竹本病院（医療法人創治） 81 131 ○

渡川病院（医療法人一条会） 180 ○ ○

大井田病院（特定医療法人長生会） 50 50 ○

幡多けんみん病院（高知県立） 291 322 ○ ○ ○ ○ ○ ○

渭南病院（医療法人聖真会） 50 105 ○

大月病院（大月町国民健康保険） 25 25 ○ ○

菊地産婦人科医院 16 16 ○

高知市・南国市除く 高知市・南国市

②－１ ②－２ ②－３
①

初
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臨
床
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修
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医
療
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（
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の
他

）

幡
多

＊償還免除の対象となる医療機関（下記のほか、公立診療所が対象となります）
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８ キャリア形成プログラム

大学医学部卒業から償還免除までの期間、医師としてのキャリアアップを図りなが

ら奨学貸付金の義務を果たしていただけるよう、キャリア形成プログラムを策定して

支援しています。

なお、総合診療から救急科へなど途中で診療科（個別のプログラム）を変更すること

も可能です。
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９ 貸付金の償還

貸付金を償還する場合には、貸与を受けた日の翌日から年１０％の利息を付けて

償還しなければなりません。（旧条例を適用されている方については、償還決定日の

翌日から、償還が完了した日まで年１．３％の利息となります。）

ただし、特に必要があると認めたときは、貸付金を貸与した期間の２倍に相当する

期間に限り、分割して償還することができます。

なお、正当な理由がなく償還すべき日までに貸付金の償還をしなかったときは延

滞金を支払わなければなりません。

10 貸与の申請と決定

（１）貸与の申請

＊募集人員及び募集期間、その他詳細については、年度により異なりますので、募

集要項を確認してください。

募集期間中に、貸付金貸与申請書に必要な書類を添えて、高知県健康政策部医療政

策課に提出してください。

医師養成奨学貸付金貸与申請書（第１号様式）

① 身上調書（第４号様式）

② 戸籍抄本

③ 誓約書（第５号様式）

④ 大学の在学証明書

⑤ 大学又は学部の長の推薦書

⑥ 申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明す

る所得証明書

⑦ 個人情報に関する同意書

⑧ その他、知事が必要と認める書類

＊ 申請書には２人の連帯保証人を定めて署名をする必要があります。

＊ 連帯保証人は独立の生計を営む成年者でなければなりません。
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（２）貸与の決定と貸付金貸与までの流れ

申請者からの書類の受理

書類審査及び面接の実施

貸与者の決定

（貸付金貸与決定通知書の送付）

口座情報の登録

貸付金の貸与

原則、５月（新規貸与者は６月），10 月の年２回

11 異動と届出

（１）異動の届出

次のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を届け出てください。

【在学中】
・ 貸付金の貸与を受けている者が氏名又は住所を変更したとき。

・ 連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。

・ 在学する大学の専攻課程を他に転じたとき。

・ 大学を休学、又は長期にわたって欠席しようとするとき。

・ 連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人を変更したとき。

・ その他、貸付金の貸与を受けている者の身上に異動を生じたとき。

【卒業後】

・ 貸付金の貸与を受けた者が氏名又は住所を変更したとき。

・ 連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。

・ 連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人を変更したとき。

・ その他、貸付金の貸与を受けた者の身上に異動を生じたとき。
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（２）提出が義務付けられる書類

【在学中】

貸付金の貸与を受けている期間中は、次に掲げる書類を毎年４月３０日までに提

出しなければなりません。

・大学の前学年度の学業成績を証明する書類

・誓約書（第５号様式）

・大学の在学証明書

・大学又は学部の長の推薦書

・その他、知事が必要と認める書類

【卒業後】

卒業後から貸付金償還期間の満了までの間、次に掲げる書類を提出しなければな

りません。

・貸付金償還猶予承認申請書（卒業後）

・臨床研修受講届（臨床研修を受講するとき）

・医師業務従事届（指定医療機関等で従事するとき）※

・医師業務退職等届（指定医療機関等で従事しなくなったとき）※

・育児・介護休業取得届（育児休業、介護休業を取得しようとするとき）

・その他、知事が必要と認める書類

※就業先が変わるごとに提出が必要です。

12 Q＆A

Ｑ１ 高知県外の大学に進学予定ですが、奨学貸付金を受けられますか。

Ａ１ 受けられます。ただし、新規募集定員の範囲で貸与が決定されることになりま

す。

Ｑ２ 高知大学医学部の地域枠入学者ですが、必ず奨学貸付金の貸与を受けることに

なりますか。

Ａ２ 受けていただきます。

Ｑ３ 特定科目加算を受けたいのですが、将来、特定診療科目の医師にならなかった場

合はどうなりますか。（R02.04 改定）

Ａ３ ５つの特定診療科目の中であれば、診療科目の変更は可能です。
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ただし、５つの特定診療科目以外に進んだ場合は、加算貸付金のみ、利息をつけ

て償還していただくことになります。

Q３の２ 将来、児童精神科領域の医師になりたいのですが、小児科の特定科目加算を

受けることはできますか。（R02.04 追加）

A３の２ 受けられます。なお、卒業後は、児童精神科領域のキャリア形成プログラム

に基づいて勤務していただきます。キャリア形成プログラムは YMDP

（Young Medical Doctors Platform）のホームページに掲載されていま

すのでご確認ください。

Ｑ４ 貸与申請の連帯保証人は、親族でもかまいませんか。

Ａ４ 連帯保証人２人のうちの１人は親族の方でかまいませんが、１人は生計を別

にする成年者としてください。

Ｑ５ 連帯保証人に所得要件はありますか。

Ａ５ ありません。本県の地域医療に貢献いただくため県内での勤務が必要な制度で

あることにご理解があり、利息を含めた奨学貸付金の返還の責任を負うことが

できる成年者の方に保証人になっていただいてください。

Q６ 地域医療実習はどのような実習ですか。（R0５.04 改定）

Ａ6 夏期休暇中の「高知県地域医療夏期実習」（高知県へき地医療協議会主催）、「幡

多地域医療道場」（高知地域医療支援センター主催）、「診療体験実習」（高知大学

1～3 年生：幡多けんみん病院、あき総合病院でおこなった場合に限る）があり

ます。他にも該当する実習等が開催される場合は対象者にお知らせいたします。

Ｑ７ 留年したらどうなりますか。

Ａ７ 原則、奨学貸付金は一時停止となりますが、ご事情やご意向を確認したうえで、

留年中も継続して奨学貸付金を受給することは可能です。

なお、貸与期間は原則６年までとなっていますが、ご希望があれば７年まで貸与

することが可能です。

Ｑ８ 卒業後に勤務する医療機関は、県が決めるのですか。(R02.04 改定)

Ａ８ 勤務する医療機関を一方的に県が指示するわけではありません。臨床研修修了

後は、希望する診療科のキャリア形成プログラムに基づいて勤務することにな

ります。各診療科のキャリア形成プログラムは YMDP（Young Medical Doc-
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tors Platform）のホームページに掲載されていますのでご確認ください。

Q8 の２ 社会医学系（公衆衛生、法医学）の医師として勤務した期間の扱いはどうな

りますか。（R02.04 追加）

A8 の２ 社会医学系の医師として勤務した期間も償還免除の対象となります。

Ｑ９ 償還期間中は高知県を離れることができないのですか。

Ａ９ 私的な事情で離れることは原則できません。ただし、キャリア形成プログラムに

基づいて国内外で勤務することも可能です。

なお、その期間は償還の免除期間に算入されません。

Ｑ10 産休・育休・介護休期間の扱いはどうなりますか。（R05.04 改定）

Ａ10 産前産後休暇の期間中は、勤務しているのと同じ扱いになり、償還の免除期間

に算入されます。

また、育児休業や介護休業の期間中は、償還の免除期間に算入されませんが、償

還が猶予され、かつ当該猶予された期間には、利息がかからないようになってい

ます。

なお、育児休業や介護休業を取得する場合は、「育児・介護休業取得届」に事業

主による証明書を添えて、事前に提出して下さい。

Ｑ1１ 病休の扱いはどうなりますか。（R05.04 改定）

Q11 病気休業の期間中は、償還の免除期間に算入されませんが、償還が猶予されま

す。この場合、知事がやむを得ないと認めた場合は、当該猶予された期間には、

利息がかからない取扱いとなります。

なお、病気休業を取得する場合は、「貸付金償還猶予承認申請書」に状況を証す

る書類を添えて、提出してください。

Q1２ 短時間勤務をする場合の扱いはどうなりますか。（R02.04 改定）

A1２ 下記の場合は、正規の常勤医師と同様の勤務をしたものとみなして、償還免除

の対象となります。

・３歳に達するまでの子を養育するため、育児・介護休業法により短時間勤

務（1 日原則 6 時間）の措置を受けている期間

・勤務時間が週 32 時間以上となる期間

なお、勤務時間が週 32 時間未満の場合でも、本人の傷病による療養、育児

（上記の償還免除の対象となる期間を除く）、近親者の介護など特別の事情があ
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る場合は、実際の勤務時間数に応じて償還免除の対象となることがありますの

で、下記の相談窓口にご相談ください。

Q1３ 奨学貸付金が償還免除となったとき、所得税が課税されるのですか。

Ａ1３ 課税されません。地方公共団体が医学生等に貸与した修学資金に係る債務免除

益については非課税とされています。

Q1４ 奨学貸付金に関する相談窓口はどちらですか。（R02.04 改定）

Ａ1４ 下記となっています。

また、卒業後は年に１度面談を実施して、償還免除やキャリア形成に関する

フォローアップを行っています。

【貸付金の制度に関すること】

高知県健康政策部医療政策課

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番２０号

電話：088-823-9660 FAX：088-823-9137

E-Mail：i9660@ken.pref.kochi.lg.jp

＊業務の一部を一般社団法人高知医療再生機構に委託しています。

【キャリア形成に関すること】

高知地域医療支援センター

〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮（高知大学医学部内）

電話：088-880-2191 FAX：088-880-2192

E-Mail：is27@kochi-u.ac.jp
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13 高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例

(目的)

第 1 条 この条例は、医師を確保しようとする県内の地域において将来医師の業務に

従事しようとする者に対し、医師養成奨学貸付金、初期臨床研修特別貸付金又は特

定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与することにより、これらの者の修学を容易に

するとともに、医師として初期臨床研修(医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 16 条

の 2 第 1 項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受け、又は初期臨床研修

を修了した医師が専門医教育としての研修を受けることを支援し、もって県として

必要な医師の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

(1) 医師養成奨学貸付金 次に掲げるものをいう。

ア 修学貸付金 医学生(大学(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 104 条第 1

項の大学をいう。以下同じ。)において医学を履修する課程に在学する学生をい

う。以下同じ。)が要する授業料等の修学及び生活上の経費として貸与するもの

イ 特定科目加算貸付金 修学貸付金の貸与を受ける医学生のうち、産婦人科そ

の他知事が指定する特定診療科目(以下「指定特定診療科目」という。)の医師

の業務に従事しようとする者について、修学貸付金に加えて貸与するもの

(2) 初期臨床研修特別貸付金 県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修

を受ける医師で、初期臨床研修の修了後指定特定診療科目の医師の業務に従事し

ようとするものが初期臨床研修を受ける場合に要する生活上の経費として貸与す

るものをいう。

(3) 特定科目後期臨床研修奨励貸付金 初期臨床研修を修了した医師が知事が認

める専門の研修課程を有する県内指定支援医療機関において産婦人科その他知事

が指定する特定診療科目について当該専門医としての高度な知識技能を修得する

ことを目的とする臨床研修(当該臨床研修の課程として県内指定支援医療機関以

外の医療機関(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院

及び同条第 2 項に規定する診療所をいう。以下同じ。)において行われる臨床研

(平成 19 年 3 月 23 日条例第 7 号)

改正 平成 19 年 10 月 16 日条例第 78 号 平成 20 年 3 月 25 日条例第 14 号

平成 22 年 3 月 26 日条例第 10 号 平成 22 年 10 月 22 日条例第 38 号

平成 25 年 12 月 27 日条例第 74 号 平成 25 年 12 月 27 日条例第 75 号

平成 27 年 12 月 28 日条例第 75 号 平成 29 年 3 月 24 日条例第 10 号

令和 5 年 3 月 28 日条例第 8 号
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修を含む。以下「特定科目後期臨床研修」という。)を受ける場合に要する生活

上の経費として貸与するものをいう。

(4) 県内指定医療機関 医師を確保しようとする県内の地域において、医師不足

の解消のため医師を充足する必要があると認められる医療機関であって知事が別

に定めるもの及び医師不足の解消のため医師を充足する必要があると認められる

特定診療科目であって知事が別に定めるものを有する医療機関の当該特定診療科

をいう。

(5) 特定科目県内医療機関 医師不足の解消のため医師を充足する必要があると

認められる特定診療科目であって知事が別に定めるものを有する県内の医療機関

の当該特定診療科のうち、県内指定医療機関以外のものをいう。

(6) 特別指定県内医療機関 専門医の育成のための専門の研修課程を有する県内

の医療機関又は医療機関の特定診療科のうち、県内指定医療機関及び特定科目県

内医療機関以外のものであって、知事が指定するものをいう。

(7) 県内指定支援医療機関 県内指定医療機関に対し支援及び協力を行う県内の

医療機関であって、知事が別に定めるものをいう。

(貸付金の貸与)

第 3 条 知事は、次の各号に掲げる全ての要件を備えている者に対し、医師養成奨学

貸付金を貸与することができる。

(1) 医学生であって、大学を卒業後県内指定医療機関において医師の業務(特定科

目加算貸付金を貸与する場合にあっては、指定特定診療科目の医師の業務)に従

事しようとするものであること。

(2) 勉学の意欲が旺盛で心身ともに健全であること。

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、知事が別に定める要件

2 知事は、次の各号に掲げる全ての要件を備えている者に対し、初期臨床研修特別

貸付金を貸与することができる。

(1) 県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修を受ける者(以下「初期臨床

研修生」という。)であって、初期臨床研修の修了後県内指定医療機関において

指定特定診療科目の医師の業務に従事しようとするものであること。

(2) 勉学の意欲が旺盛で心身ともに健全であること。

(3) 初期臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めること。

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、知事が別に定める要件

3 知事は、次の各号に掲げる全ての要件を備えている者に対し、特定科目後期臨床

研修奨励貸付金を貸与することができる。

(1) 特定科目後期臨床研修を受ける者(以下「特定科目後期臨床研修生」とい

う。)であって、当該特定科目後期臨床研修の修了後県内指定医療機関において

指定特定診療科目の医師の業務に従事しようとするものであること。

(2) 勉学の意欲が旺盛で心身ともに健全であること。

(3) 特定科目後期臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めること。

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、知事が別に定める要件
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4 知事は、毎年度予算の範囲内で、第 1 項各号、第 2 項各号又は前項各号に掲げる

全ての要件を備えている者のうちから選考の上、医師養成奨学貸付金、初期臨床研

修特別貸付金又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金(以下「貸付金」という。)を貸

与する者を決定するものとする。

5 知事は、毎年度予算の範囲内で、第 1 項各号に掲げる全ての要件を備え、かつ、

医師養成奨学貸付金の貸与を受けている者であって特定科目加算貸付金の貸与を受

けていないもののうちから選考の上、特定科目加算貸付金を貸与する者を決定する

ことができる。

(貸付金の額等)

第 4 条 貸付金として貸与する金額及び期間は、次のとおりとする。

(貸与の一時停止)

第 5 条 知事は、貸付金の貸与を受けている者のうち医学生にあっては休学し、又は

長期にわたって欠席しようとするとき、初期臨床研修生又は特定科目後期臨床研修

生にあっては長期にわたって当該初期臨床研修又は当該特定科目後期臨床研修を中

断しようとするときは、貸付金の貸与を一時停止することができる。

(貸与の再開)

第 6 条 知事は、前条の規定に基づき貸付金の貸与を一時停止した場合において、当

該貸付金の貸与を一時停止された者のうち医学生にあっては復学し、又は長期にわ

たる欠席をやめたとき、初期臨床研修生又は特定科目後期臨床研修生にあっては当

該初期臨床研修又は当該特定科目後期臨床研修の長期にわたる中断をやめたとき

は、貸付金の貸与を再開することができる。

(貸与の取消し)

第 7 条 知事は、貸付金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、貸付金の貸与を取り消すことができる。

(1) 第 3 条第 1 項各号、第 2 項各号又は第 3 項各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 貸付金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 学業、初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床研修の成績又は性行が不良で

あると認めたとき。

(4) 病気又は負傷のため大学の卒業又は初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床

研修の修了の見込みがないとき。

区分 金額 期間

医師養成奨

学貸付金

修学貸付金 月

額

150,0

00 円

当該大学の修学期間。ただし、6 年(知事が特に認め

たときにあっては、7 年)を限度とする。

特定科目加

算貸付金

月

額

80,00

0 円

初期臨床研修特別貸付

金

月

額

120,0

00 円

当該初期臨床研修の期間。ただし、2 年を限度とする。

特定科目後期臨床研修

奨励貸付金

月

額

120,0

00 円

当該特定科目後期臨床研修の期間のうち、知事が定め

る期間。ただし、3 年を限度とする。
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(5) 前条の規定に基づく貸付金の貸与の再開が認められないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、貸付金を貸与することが不適当であると認めた

とき。

2 知事は、規則で定めるところにより、特定科目加算貸付金の貸与を受けている者

から申請があったときは、特定科目加算貸付金の貸与を取り消すものとする。

(償還)

第 8 条 貸付金の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸与の期間が満了し

たとき又は前条第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づき貸与を取り消されたときは、

直ちに、貸与を受けた貸付金(同項の規定に基づき特定科目加算貸付金の貸与を取

り消された場合にあっては、当該特定科目加算貸付金に限る。以下この条において

同じ。)を償還しなければならない。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、規則で定め

るところにより、貸付金を貸与した期間(貸付金の貸与を一時停止した期間を除

く。)の 2 倍に相当する期間に限り、貸付金を分割して償還させることができる。

3 前 2 項の規定により償還しなければならない貸付金には、規則で定めるところに

より、貸与を受けた日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額

につき年 10.0 パーセント以内で知事が定める割合で計算した利息を付するものと

する。ただし、次条第 3 項又は第 5 項の規定に基づき貸付金の償還を猶予した期間

（同項の規定に基づくものにあっては、災害、病気その他やむを得ない理由がある

と認められる期間に限る。）については、利息を付さないものとする。

4 前項の規定により利息を計算する場合における年当たりの割合は、閏(じゅん)年

の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。

(償還の猶予)

第 9 条 知事は、次の各号に掲げる貸付金について、借受者が貸与の期間が満了した

後又は第 7 条第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づき貸与を取り消された後において

当該各号に掲げる要件に該当することとなったときは、規則で定めるところによ

り、当該貸付金の償還を猶予することができる。ただし、償還を猶予する期間は、

初期臨床研修を修了した後、前条第 3 項ただし書の規定により利息を付さない期間

を除き、15 年間を限度とする。

(1) 医師養成奨学貸付金

ア 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項若しくは第 2 項の規定に

基づき貸付金の貸与を取り消された後、引き続き大学に在学しているとき。

イ 大学を卒業した日から 1 年以内の期間において、医師の免許を取得しようと

しているとき。

ウ 大学を卒業した日から 1 年以内に医師の免許を取得し、かつ、当該免許を取

得した後速やかに県内の医療機関において初期臨床研修を受ける(医師法第 6 条

第 1 項の規定による医師免許の申請手続中に当該医療機関において初期臨床研

修を受ける場合を含む。)とき。

エ ウの初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受けると

き。
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オ エの特定科目後期臨床研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機

関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関

において医師の業務(特定科目加算貸付金にあっては、指定特定診療科目の医師

の業務。以下この号において同じ。)に継続して従事するとき。

カ ウの初期臨床研修を修了した後又はエの特定科目後期臨床研修を修了した後

速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又

は県内指定支援医療機関において医師の業務に継続して従事するとき。

キ ウの初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医

療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務

に継続して従事し、その後速やかに特定科目後期臨床研修を受けるとき。

(2) 初期臨床研修特別貸付金

ア 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の

貸与を取り消された後、引き続き初期臨床研修を受けているとき。

イ 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機

関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科

目の医師の業務に継続して従事するとき。

ウ 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受けるとき。

エ ウの特定科目後期臨床研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機

関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関

において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事するとき。

オ ウの特定科目後期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科

目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指

定特定診療科目の医師の業務に継続して従事するとき。

カ 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機

関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科

目の医師の業務に継続して従事し、その後速やかに特定科目後期臨床研修を受

けるとき。

(3) 特定科目後期臨床研修奨励貸付金

ア 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の

貸与を取り消された後、引き続き当該特定科目後期臨床研修を受けていると

き。

イ 当該特定科目後期臨床研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機

関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関

において指定特定診療科目の医師の業務に継続して従事するとき。

ウ 当該特定科目後期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科

目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指

定特定診療科目の医師の業務に継続して従事するとき。

2 前項各号(第 1 号ア及びイを除く。)の規定により貸付金の償還の猶予を受けてい

る借受者が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 65 条第 1 項又は第 2 項の規定に

より産前産後の休業をしたときは、当該期間(使用者が就業規則等により産前産後
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の休業として認めた期間を含む。次条第 2 項において「産前産後休業期間」とい

う。)については、継続して研修を受け、業務に従事している期間とみなす。

3 知事は、第 1 項各号(第 1 号ア及びイを除く。)の規定により貸付金の償還の猶予

を受けている借受者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律(平成 3 年法律第 76 号)第 5 条第 1 項の規定に基づき育児休業をした

とき又は同法第 11 条第 1 項の規定に基づき介護休業をしたときは、規則で定める

ところにより、当該期間(同法の規定の適用を受けない者にあっては、これらに準

ずる期間とし、事業主が就業規則等により育児休業又は介護休業として認めた期間

を含む。)について、貸付金の償還を猶予することができる。

4 知事は、第 1 項第 1 号の規定により医師養成奨学貸付金の償還の猶予を受けてい

る特定科目加算貸付金に係る借受者が、同号に規定する特定科目加算貸付金に係る

償還の猶予の要件を満たさなくなり、かつ、修学貸付金に係る償還の猶予の要件を

満たしているときは、当該借受者に係る特定科目加算貸付金を償還させ、及び修学

貸付金の償還を猶予することができる。この場合において、前条第 2 項の規定の適

用については、同項中「貸付金」とあるのは、「特定科目加算貸付金」とする。

5 第 1 項及び前 2 項に規定する場合のほか、知事は、災害、病気その他やむを得な

い理由があると認められるときその他貸付金の償還を猶予することが適当であると

認めたときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の償還を猶予することがで

きる。

(償還の免除)

第 10 条 知事は、次の各号に掲げる借受者が当該各号のいずれかに該当するとき

は、規則で定めるところにより、貸付金の償還を免除するものとする。

(1) 医師養成奨学貸付金に係る借受者

ア 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受け、当該特定

科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関、特定科目県内医療機関又は

特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた場合において、

次に掲げる期間を合計した期間(医師養成奨学貸付金を貸与した期間(医師養成

奨学貸付金の貸与を一時停止した期間を除く。以下この号において同じ。)が 2

年未満の借受者にあっては(ア)に掲げる期間、2 年以上 3 年未満の借受者にあ

っては(ア)から(ウ)までに掲げる期間を合計した期間)が、当該医師養成奨学貸

付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。

(ア) 当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目

県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間

(イ) 当該特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において

特定科目後期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、医師養成奨学貸

付金を貸与した期間が 2 年以上 3 年未満の借受者にあっては 1 年 6 箇月、3

年以上 4 年未満の借受者にあっては 2 年、4 年以上 5 年未満の借受者にあっ

ては 2 年 6 箇月、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 3 年、6 年以上の借受

者にあっては 3 年 6 箇月を限度とする。
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(ウ) 当該特定科目後期臨床研修を受けた期間(当該特定科目後期臨床研修の課

程として県内指定支援医療機関以外の医療機関(特定科目県内医療機関又は特

別指定県内医療機関である県内指定支援医療機関の特定診療科を含む。)にお

いて特定科目後期臨床研修を受けた期間を除き、当該期間が 4 年を超えると

きにあっては、4 年とする。)の 2 分の 1 に相当する期間

(エ) 当該修了した初期臨床研修の課程として県内の基幹型臨床研修病院にお

いて初期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、医師養成奨学貸付金

を貸与した期間が 3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 6 箇月、4 年以上 5

年未満の借受者にあっては 1 年、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 1 年 6

箇月、6 年以上の借受者にあっては 2 年を限度とする。

イ 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受け、当該特定

科目後期臨床研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機関、特定科

目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医

師の業務(特定科目加算貸付金にあっては、指定特定診療科目の医師の業務。以

下この号において同じ。)に継続して従事した場合において、次に掲げる期間を

合計した期間(医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年未満の借受者にあって

は(ア)に掲げる期間、2 年以上 3 年未満の借受者にあっては(ア)から(ウ)まで

に掲げる期間を合計した期間)が、当該医師養成奨学貸付金を貸与した期間の

1.5 倍に相当する期間に達したとき。

(ア) 当該やめた特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特

定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と県内指定

医療機関又は特定科目県内医療機関において医師の業務に従事した期間とを

通算した期間

(イ) 当該やめた特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関に

おいて特定科目後期臨床研修を受けた期間と特別指定県内医療機関において

医師の業務に従事した期間とを通算した期間。ただし、当該通算した期間

は、医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年以上 3 年未満の借受者にあっ

ては 1 年 6 箇月、3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 2 年、4 年以上 5 年未

満の借受者にあっては 2 年 6 箇月、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 3

年、6 年以上の借受者にあっては 3 年 6 箇月を限度とする。

(ウ) 当該やめた特定科目後期臨床研修を受けた期間(当該特定科目後期臨床研

修の課程として県内指定支援医療機関以外の医療機関(特定科目県内医療機関

又は特別指定県内医療機関である県内指定支援医療機関の特定診療科を含

む。)において特定科目後期臨床研修を受けた期間を除く。エの(ウ)において

同じ。)と県内指定支援医療機関において医師の業務に従事した期間(特定科

目県内医療機関又は特別指定県内医療機関である県内指定支援医療機関の特

定診療科において医師の業務に従事した期間を除く。エの(ウ)において同

じ。)とを通算した期間(当該通算した期間が 4 年を超えるときにあっては、4

年とする。)の 2 分の 1 に相当する期間
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(エ) 当該修了した初期臨床研修の課程として県内の基幹型臨床研修病院にお

いて初期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、医師養成奨学貸付金

を貸与した期間が 3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 6 箇月、4 年以上 5

年未満の借受者にあっては 1 年、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 1 年 6

箇月、6 年以上の借受者にあっては 2 年を限度とする。

ウ 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機

関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に継

続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した期間(医師養成奨学貸

付金を貸与した期間が 2 年未満の借受者にあっては(ア)に掲げる期間、2 年以

上 3 年未満の借受者にあっては(ア)から(ウ)までに掲げる期間を合計した期間)

が、当該医師養成奨学貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達した

とき。

(ア) 県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において医師の業務に従事

した期間

(イ) 特別指定県内医療機関において医師の業務に従事した期間。ただし、当

該期間は、医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年以上 3 年未満の借受者

にあっては 1 年 6 箇月、3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 2 年、4 年以上

5 年未満の借受者にあっては 2 年 6 箇月、5 年以上 6 年未満の借受者にあって

は 3 年、6 年以上の借受者にあっては 3 年 6 箇月を限度とする。

(ウ) 県内指定支援医療機関において医師の業務に従事した期間(特定科目県内

医療機関又は特別指定県内医療機関である県内指定支援医療機関の特定診療

科において医師の業務に従事した期間を除き、当該期間が 4 年を超えるとき

にあっては、4 年とする。)の 2 分の 1 に相当する期間

(エ) 当該修了した初期臨床研修の課程として県内の基幹型臨床研修病院にお

いて初期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、医師養成奨学貸付金

を貸与した期間が 3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 6 箇月、4 年以上 5

年未満の借受者にあっては 1 年、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 1 年 6

箇月、6 年以上の借受者にあっては 2 年を限度とする。

エ 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機

関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に継

続して従事し、その後速やかに特定科目後期臨床研修を受けた場合において、

次に掲げる期間を合計した期間(医師養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年未満

の借受者にあっては(ア)に掲げる期間、2 年以上 3 年未満の借受者にあっては

(ア)から(ウ)までに掲げる期間を合計した期間)が、当該医師養成奨学貸付金を

貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。

(ア) 県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において医師の業務に従事

した期間と当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特

定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間とを通算し

た期間
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(イ) 特別指定県内医療機関において医師の業務に従事した期間と当該特定科

目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において特定科目後期臨

床研修を受けた期間とを通算した期間。ただし、当該通算した期間は、医師

養成奨学貸付金を貸与した期間が 2 年以上 3 年未満の借受者にあっては 1 年

6 箇月、3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 2 年、4 年以上 5 年未満の借受

者にあっては 2 年 6 箇月、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 3 年、6 年以

上の借受者にあっては 3 年 6 箇月を限度とする。

(ウ) 県内指定支援医療機関において医師の業務に従事した期間と当該特定科

目後期臨床研修を受けた期間とを通算した期間(当該通算した期間が 4 年を超

えるときにあっては、4 年とする。)の 2 分の 1 に相当する期間

(エ) 当該修了した初期臨床研修の課程として県内の基幹型臨床研修病院にお

いて初期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、医師養成奨学貸付金

を貸与した期間が 3 年以上 4 年未満の借受者にあっては 6 箇月、4 年以上 5

年未満の借受者にあっては 1 年、5 年以上 6 年未満の借受者にあっては 1 年 6

箇月、6 年以上の借受者にあっては 2 年を限度とする。

(2) 初期臨床研修特別貸付金に係る借受者

ア 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機

関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科

目の医師の業務に継続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した

期間(初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間(初期臨床研修特別貸付金の貸与

を一時停止した期間を除く。以下この号において同じ。)が 1 年未満の借受者に

あっては、(ア)に掲げる期間)が、当該初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間

の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。

(ア) 県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において指定特定診療科目

の医師の業務に従事した期間

(イ) 特別指定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事し

た期間。ただし、当該期間は、初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1

年以上 2 年未満の借受者にあっては 1 年、2 年以上の借受者にあっては 1 年 6

箇月を限度とする。

イ 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受けた場合にお

いて、次に掲げる期間を合計した期間(初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間

が 1 年未満の借受者にあっては、(ア)に掲げる期間)が、当該初期臨床研修特別

貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。

(ア) 当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目

県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間

(イ) 当該特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において

特定科目後期臨床研修を受けた期間。ただし、当該期間は、初期臨床研修特

別貸付金を貸与した期間が 1 年以上 2 年未満の借受者にあっては 1 年、2 年

以上の借受者にあっては 1 年 6 箇月を限度とする。
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ウ 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受け、当該特定

科目後期臨床研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機関、特定科

目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指

定特定診療科目の医師の業務に継続して従事した場合において、次に掲げる期

間を合計した期間(初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年未満の借受者

にあっては、(ア)に掲げる期間)が、当該初期臨床研修特別貸付金を貸与した期

間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。

(ア) 当該やめた特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特

定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と県内指定

医療機関又は特定科目県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務

に従事した期間とを通算した期間

(イ) 当該やめた特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関に

おいて特定科目後期臨床研修を受けた期間と特別指定県内医療機関において

指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間。ただし、

当該通算した期間は、初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年以上 2

年未満の借受者にあっては 1 年、2 年以上の借受者にあっては 1 年 6 箇月を

限度とする。

エ 初期臨床研修を修了した後引き続き特定科目後期臨床研修を受け、特定科目

後期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機

関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科

目の医師の業務に継続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した

期間(初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年未満の借受者にあっては、

(ア)に掲げる期間)が、当該初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に

相当する期間に達したとき。

(ア) 当該特定科目後期臨床研修の課程として県内指定医療機関又は特定科目

県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と県内指定医療機

関又は特定科目県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事

した期間とを通算した期間

(イ) 当該特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関において

特定科目後期臨床研修を受けた期間と特別指定県内医療機関において指定特

定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間。ただし、当該通

算した期間は、初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年以上 2 年未満

の借受者にあっては 1 年、2 年以上の借受者にあっては 1 年 6 箇月を限度と

する。

オ 初期臨床研修を修了した後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機

関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科

目の医師の業務に継続して従事し、その後速やかに特定科目後期臨床研修を受

けた場合において、次に掲げる期間を合計した期間(初期臨床研修特別貸付金を

貸与した期間が 1 年未満の借受者にあっては、(ア)に掲げる期間)が、当該初期

臨床研修特別貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。
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(ア) 県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において指定特定診療科目

の医師の業務に従事した期間と当該特定科目後期臨床研修の課程として県内

指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受

けた期間とを通算した期間

(イ) 特別指定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事し

た期間と当該特定科目後期臨床研修の課程として特別指定県内医療機関にお

いて特定科目後期臨床研修を受けた期間とを通算した期間。ただし、当該通

算した期間は、初期臨床研修特別貸付金を貸与した期間が 1 年以上 2 年未満

の借受者にあっては 1 年、2 年以上の借受者にあっては 1 年 6 箇月を限度と

する。

(3) 特定科目後期臨床研修奨励貸付金に係る借受者

ア 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の

貸与を取り消された後、引き続き当該特定科目後期臨床研修を受けた場合にお

いて、次に掲げる期間を合計した期間(特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与

した期間(特定科目後期臨床研修奨励貸付金の貸与を一時停止した期間を除く。

以下この号において同じ。)が 1 年未満の借受者にあっては、(ア)に掲げる期

間)が、当該特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に相当す

る期間に達したとき。

(ア) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付

金の貸与を取り消された後において当該特定科目後期臨床研修の課程として

県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修

を受けた期間

(イ) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付

金の貸与を取り消された後において当該特定科目後期臨床研修の課程として

特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間。ただ

し、当該期間は、特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間が 1 年以

上 2 年未満の借受者にあっては 1 年、2 年以上 3 年未満の借受者にあっては 1

年 6 箇月、3 年以上の借受者にあっては 2 年を限度とする。

イ 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の

貸与を取り消された後、直ちに当該特定科目後期臨床研修を受けることをやめ

て、又は引き続き当該特定科目後期臨床研修を受けた後当該特定科目後期臨床

研修を受けることをやめて、速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機

関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科

目の医師の業務に継続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した

期間(特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間が 1 年未満の借受者にあ

っては、(ア)に掲げる期間)が、当該特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与し

た期間の 1.5 倍に相当する期間に達したとき。

(ア) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付

金の貸与を取り消された後において当該やめた特定科目後期臨床研修の課程

として県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨
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床研修を受けた期間と県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において

指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間

(イ) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付

金の貸与を取り消された後において当該やめた特定科目後期臨床研修の課程

として特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と

特別指定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期

間とを通算した期間。ただし、当該通算した期間は、特定科目後期臨床研修

奨励貸付金を貸与した期間が 1 年以上 2 年未満の借受者にあっては 1 年、2

年以上 3 年未満の借受者にあっては 1 年 6 箇月、3 年以上の借受者にあって

は 2 年を限度とする。

ウ 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付金の

貸与を取り消された後、直ちに当該特定科目後期臨床研修を修了し、又は引き

続き当該特定科目後期臨床研修を受けた後当該特定科目後期臨床研修を修了

し、その後速やかに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内

医療機関又は県内指定支援医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に

継続して従事した場合において、次に掲げる期間を合計した期間(特定科目後期

臨床研修奨励貸付金を貸与した期間が 1 年未満の借受者にあっては、(ア)に掲

げる期間)が、当該特定科目後期臨床研修奨励貸付金を貸与した期間の 1.5 倍に

相当する期間に達したとき。

(ア) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付

金の貸与を取り消された後において当該特定科目後期臨床研修の課程として

県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において特定科目後期臨床研修

を受けた期間と県内指定医療機関又は特定科目県内医療機関において指定特

定診療科目の医師の業務に従事した期間とを通算した期間

(イ) 貸付金の貸与の期間が満了した後又は第 7 条第 1 項の規定に基づき貸付

金の貸与を取り消された後において当該特定科目後期臨床研修の課程として

特別指定県内医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間と特別指

定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間とを

通算した期間。ただし、当該通算した期間は、特定科目後期臨床研修奨励貸

付金を貸与した期間が 1 年以上 2 年未満の借受者にあっては 1 年、2 年以上 3

年未満の借受者にあっては 1 年 6 箇月、3 年以上の借受者にあっては 2 年を

限度とする。

2 前項第 1 号ア(ア)から(エ)まで、イ(ア)から(エ)まで、ウ(ア)から(エ)まで及び

エ(ア)から(エ)まで、第 2 号ア(ア)及び(イ)、イ(ア)及び(イ)、ウ(ア)及び(イ)、

エ(ア)及び(イ)並びにオ(ア)及び(イ)並びに第 3 号ア(ア)及び(イ)、イ(ア)及び

(イ)並びにウ(ア)及び(イ)に規定する初期臨床研修を受けた期間、特定科目後期臨

床研修を受けた期間(同項第 1 号ア(ウ)及びイ(ウ)に規定する県内指定支援医療機

関以外の医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間を除く。)又は医師

の業務に従事した期間(同項第 1 号イ(ウ)及びウ(ウ)に規定する特定科目県内医療

機関又は特別指定県内医療機関である県内指定支援医療機関の特定診療科において
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医師の業務に従事した期間を除く。)において産前産後休業期間がある借受者にあ

っては、当該産前産後休業期間を当該各規定の初期臨床研修を受けた期間、特定科

目後期臨床研修を受けた期間又は医師の業務に従事した期間とみなす。

3 知事は、前条第 1 項(同項第 1 号アからウまで及び同項第 2 号アを除く。)又は第 3

項から第 5 項(災害、病気その他知事が特に認める理由による場合に限る。)までの

規定により貸付金の償還の猶予を受けている借受者が当該償還の猶予を受けている

期間中に当該各項に規定する貸付金の猶予の要件を満たさなくなったときは、規則

で定めるところにより、貸付金の一部の償還を免除することができる。

4 特定科目加算貸付金に係る借受者について第 1 項第 1 号、第 2 項又は前項の規定

を適用する場合においては、当該借受者に係る修学貸付金及び特定科目加算貸付金

のそれぞれについて貸付金の償還の免除を判定するものとする。

5 知事は、第 1 項及び第 3 項に規定する場合のほか、借受者が死亡し、又は精神若

しくは身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したときその他貸付金の償

還を免除することが適当であると認めたときは、規則で定めるところにより、貸付

金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(延滞金)

第 11 条 借受者が正当な理由がなく貸付金(第 8 条第 3 項の規定により付される利息

を含む。以下この項において同じ。)を償還すべき日までに償還しなかったとき

は、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、当該償還すべ

き貸付金の額に対して年 14.5 パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額の延

滞金を支払わなければならない。

2 前項の規定により延滞金を計算する場合においては、第 8 条第 4 項の規定を準用

する。

3 知事は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、第 1 項

の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第 12 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成 39 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定によるこの条例の失効の日(次項において「失効日」という。)以前に

おいて、第 3 条の規定により貸付金の貸与を決定された者に係る当該貸付金の貸与

については、同条から第 7 条まで及び第 12 条の規定は、当該貸付金の貸与が終了

するまでの間に限り、なおその効力を有する。

4 附則第 2 項の規定によるこの条例の失効の際現に償還の終わっていない貸付金及

び前項の規定によりなおその効力を有することとされる第 3 条の規定により失効日
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後に貸与される貸付金の償還については、第 8 条から第 12 条までの規定は、附則

第 2 項の規定によるこの条例の失効後も、なおその効力を有する。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第 11 条第 1 項に規定する延滞金の年 14.5 パーセントの割合は、同項

の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和 32

年法律第 26 号)第 93 条第 2 項の規定により告示された割合に年 1 パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年 7.2 パーセントの割合

に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」とい

う。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年 7.3 パー

セントの割合を加算した割合とする。

附 則(平成 19 年 10 月 16 日条例第 78 号)

この条例は、規則で定める日(平成 19 年規則第 137 号で、平成 19 年 12 月 26 日と

する。)から施行する。

附 則(平成 20 年 3 月 25 日条例第 14 号)

この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 22 年 3 月 26 日条例第 10 号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成 22 年 10 月 22 日条例第 38 号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(以下この項におい

て「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新たに貸付金の貸与

を決定する者の貸付金の貸与及び償還について適用し、同日前に貸付金の貸与を決

定した者の貸付金の貸与及び償還については、なお従前の例による。ただし、同日

前に医師養成奨学貸付金の貸与を決定した者のうち、当該者からの申出に基づき新

条例第 10 条第 1 項の規定を適用することとする者にあっては、この条例による改

正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例の規定により貸与した医師養成奨学貸

付金及び同日以後に新条例の規定により貸与する医師養成奨学貸付金の償還につい

ては、新条例の規定を適用する。

附 則(平成 25 年 12 月 27 日条例第 74 号)
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(施行期日)

1 この条例は、平成 26 年 1 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 第 1 条の規定による改正後の高知県税外収入金の延滞金徴収条例付則第 4 項、第 2

条の規定による改正後の高知県看護師等養成奨学金貸付け条例付則第 2 項、第 3 条

の規定による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例附則第 5 項、第 4 条の

規定による改正後の高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例附則第 5 項、第 5

条の規定による改正後の高知県介護福祉士等修学資金貸与条例附則第 2 項、第 6 条

の規定による改正後の高知県獣医師修学資金貸与条例附則第 2 項及び第 7 条の規定

による改正後の高知県工業用水道条例付則第 2 項の規定は、延滞金、延滞利子及び

延滞利息のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同

日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成 25 年 12 月 27 日条例第 75 号)

(施行期日)

1 この条例は、平成 26 年 1 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(次項において「新

条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(同項において「施行日」とい

う。)において現に貸付金を償還している者については、適用しない。

3 新条例の規定は、施行日以後に受ける特定科目後期臨床研修及び従事する医師の

業務並びに当該期間の算定について適用し、施行日前に受けた特定科目後期臨床研

修及び従事した医師の業務並びに当該期間の算定については、なお従前の例によ

る。

附 則(平成 27 年 12 月 28 日条例第 75 号)

(施行期日)

1 この条例は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(以下「新条例」と

いう。)の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)におい

て現に貸付金を償還している者については、適用しない。

3 新条例の規定(新条例第 9 条第 1 項ただし書を除く。)は、施行日以後に受ける特

定科目後期臨床研修及び従事する医師の業務並びに当該期間の算定について適用

し、施行日前に受けた特定科目後期臨床研修及び従事した医師の業務並びに当該期

間の算定については、なお従前の例による。
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4 前項の場合において、この条例による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与

条例(以下この項において「旧条例」という。)第 10 条第 1 項第 1 号ア(ウ)に掲げ

る期間と新条例第 10 条第 1 項第 1 号ア(イ)に掲げる期間とを合計した期間、旧条

例第 10 条第 1 項第 1 号イ(ウ)に掲げる期間と新条例第 10 条第 1 項第 1 号イ(イ)に

掲げる期間とを合計した期間、旧条例第 10 条第 1 項第 1 号ウ(ウ)に掲げる期間と

新条例第 10 条第 1 項第 1 号ウ(イ)に掲げる期間とを合計した期間及び旧条例第 10

条第 1 項第 1 号エ(ウ)に掲げる期間と新条例第 10 条第 1 項第 1 号エ(イ)に掲げる

期間とを合計した期間は、それぞれ医師養成奨学貸付金を貸与した期間(医師養成

奨学貸付金の貸与を一時停止した期間を除く。)が 2 年以上 4 年未満の借受者にあ

っては 2 年、4 年以上 5 年未満の借受者にあっては 2 年 6 箇月、5 年以上 6 年未満

の借受者にあっては 3 年、6 年以上の借受者にあっては 3 年 6 箇月を限度とするも

のとする。

附 則(平成 29 年 3 月 24 日条例第 10 号)

(施行期日)

1 この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。ただし、附則第 2 項の改正規定は

公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(以下「新条例」と

いう。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に貸

付金を償還している者については、適用しない。

3 新条例第 8 条第 3 項ただし書の規定は、施行日以後における育児休業に係る期間

(新条例第 9 条第 3 項に規定する期間をいう。以下この項において同じ。)について

適用し、施行日前における育児休業に係る期間については、適用しない。

4 新条例第 9 条第 2 項の規定は、施行日前における産前産後休業期間(同項に規定す

る産前産後休業期間をいう。)についても適用する。

附 則(令和 5 年 3 月 28 日条例第 8 号)

（施行期日）

1 この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例(以下「新条例」と

いう。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に貸

付金を償還している者については、適用しない。

3 新条例第 8 条第 3 項ただし書の規定は、施行日以後における新条例第 9 条第 3 項

又は第 5 項の規定に基づく貸付金の償還の猶予の期間について適用し、施行日前に

おけるこの条例による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例（次項におい
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て「旧条例」という。）第 9 条第 5 項の規定に基づく貸付金の償還の猶予の期間に

ついては、適用しない。

4 新条例第 9 条第 1 項ただし書の規定は、施行日前における新条例第 8 条第 3 項た

だし書の規定により利息を付さない期間について適用し、施行日前における旧条例

第 8 条第 3 項ただし書の規定により利息を付さない期間については、適用しない。

5 新条例第 9 条第 3 項の規定は、施行日以後の介護休業の期間（同項に規定する介

護休業の期間をいう。以下この項において同じ。）について適用し、施行日前の介

護休業の期間については、適用しない。
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14 高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則

（平成１９年６月２５日規則第７８号）

改正 平成２０年３月２５日規則第２４号 平成２０年１０月３１日規則第９０号

平成２２年１０月２２日規則第７４号 平成２５年１２月２７日規則第５９号

平成２７年１２月２８日規則第８８号 平成２９年３月２８日規則第２２号

令和３年３月３０日規則第１７号 令和４年４月１日規則第１９号

令和５年３月３１日規則第３０号

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例（平成１９年高知県条例第７

号。以下「条例」という。）の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（指定特定診療科目に係る知事が指定する特定診療科目）

第２条 条例第２条第１号イに規定する指定特定診療科目（第２０条第１項において「指

定特定診療科目」という。）のうち、知事が指定する特定診療科目は、小児科、外科、麻

酔科及び脳神経外科とする。

（特定科目後期臨床研修に係る特定診療科目）

第３条 条例第２条第３号の知事が指定する特定診療科目は、小児科、外科、麻酔科、脳

神経外科及び家庭医療学を専修する科とする。

（特定科目後期臨床研修に係る要件）

第４条 条例第２条第３号に規定する特定科目後期臨床研修（以下「特定科目後期臨床研

修」という。）は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 研修期間が３年以上であること。

(2) 研修期間のうち５分の３以上の期間が県内指定医療機関（条例第２条第４号に規

定する県内指定医療機関をいう。以下同じ。）において行われるものであること。

（県内指定医療機関）

第５条 条例第２条第４号の知事が別に定める医療機関は、別表に定める区域にある医療

機関（同条第３号に規定する医療機関をいう。以下同じ。）のうち、次に掲げる医療機関

とする。

(1) 公立（公立に準ずると認められる場合を含む。）の医療機関

(2) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第１項から第３項までの規定による知
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事の許可を受けた病床数（以下この号において「許可病床数」という。）が１００床以

上であって、かつ、同条第２項第５号に規定する一般病床の病床数が当該許可病床数

の６０パーセント以上である医療機関

(3) 前２号に掲げる医療機関のほか、知事が指定する医療機関

２ 条例第２条第４号の知事が別に定める特定診療科目を有する医療機関は、分べんを取

り扱う産科又は産婦人科を有する医療機関のうち、別表に定める区域にある医療機関と

する。

（特定科目県内医療機関に係る特定診療科目）

第５条の２ 条例第２条第５号の知事が別に定める特定診療科目は、分べんを取り扱う産

科又は産婦人科、内科（血液内科に係るものに限る。）、外科（心臓血管外科に係るもの

に限る。）及び放射線科（放射線治療に係るものに限る。）とする。

（特別指定県内医療機関に係る県内の医療機関等）

第５条の３ 条例第２条第６号の専門医の育成のための専門の研修課程を有する県内の医

療機関又は医療機関の特定診療科は、一般社団法人日本専門医機構が認定した専門医養

成プログラムに参加する県内の医療機関若しくは医療機関の特定診療科又は公益社団法

人日本医師会に置かれた日本医学会分科会に登録されている学会が専門医の育成のため

の研修施設として認定した県内の医療機関若しくは医療機関の特定診療科とする。

（県内指定支援医療機関）

第６条 条例第２条第７号の知事が別に定める県内の医療機関（以下「県内指定支援医療

機関」という。）は、次に掲げる医療機関とする。

(1) 国立大学法人高知大学医学部附属病院

(2) 前号に掲げる医療機関のほか、知事が指定する医療機関

（貸付金の貸与の申請）

第７条 条例第３条第１項、第２項、第３項又は第５項の規定に基づき医師養成奨学貸付

金（条例第２条第１号に規定する医師養成奨学貸付金をいう。以下同じ。）、初期臨床研

修特別貸付金（条例第２条第２号に規定する初期臨床研修特別貸付金をいう。以下同じ。）

又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金（条例第２条第３号に規定する特定科目後期臨床

研修奨励貸付金をいう。以下同じ。）の貸与を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、医師養成奨学貸付金にあっては別記第１号様式による医師養成奨学貸付金貸与申請

書に、初期臨床研修特別貸付金にあっては別記第２号様式による初期臨床研修特別貸付

金貸与申請書に、特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては別記第３号様式による特

定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請書に次に掲げる書類（条例第３条第５項の規定
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に基づき特定科目加算貸付金の貸与を受けようとする者にあっては、第２号を除く。）を

添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 身上調書（別記第４号様式）

(2) 戸籍抄本

(3) 誓約書（別記第５号様式）

(4) 医師養成奨学貸付金にあっては大学の在学証明書、初期臨床研修特別貸付金にあ

っては初期臨床研修（条例第１条に規定する初期臨床研修をいう。以下同じ。）の期間、

研修内容等を証明する書類、特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては特定科目後

期臨床研修の期間、研修内容等を証明する書類

(5) 医師養成奨学貸付金にあっては大学又は学部の長の推薦書、初期臨床研修特別貸

付金にあっては初期臨床研修を受ける県内の管理型臨床研修病院の長の推薦書、特定

科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては特定科目後期臨床研修を受ける県内指定支援

医療機関の長の推薦書

(6) 医師養成奨学貸付金にあっては、申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明

書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書

(7) 初期臨床研修特別貸付金及び特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、医師

免許証の写し

(8) 初期臨床研修特別貸付金及び特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、給与

支払額等証明書

(9) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書類

２ 申請者は、２人の連帯保証人を定め、前項の医師養成奨学貸付金貸与申請書、初期臨

床研修特別貸付金貸与申請書又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請書に署名さ

せなければならない。

３ 前項の連帯保証人（以下「連帯保証人」という。）は、独立の生計を営む成年者でなけ

ればならない。

（貸付金の貸与の決定等の通知）

第８条 知事は、前条第１項の規定による医師養成奨学貸付金貸与申請書、初期臨床研修

特別貸付金貸与申請書又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請書を受理したとき

は、医師養成奨学貸付金、初期臨床研修特別貸付金又は特定科目後期臨床研修奨励貸付

金（以下「貸付金」という。）を貸与するかどうかを決定し、貸付金を貸与する者にあっ

ては別記第６号様式による貸付金貸与決定通知書により、貸付金を貸与しない者にあっ

ては別記第７号様式による貸付金貸与不承認決定通知書により、当該申請者及び大学若
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しくは学部の長、初期臨床研修を受ける県内の管理型臨床研修病院の長又は特定科目後

期臨床研修を受ける県内指定支援医療機関の長にその旨を通知するものとする。

（貸付金の貸与の時期等）

第９条 貸付金の貸与は、年２回とし、５月（新たに貸付金を貸与する年にあっては、６

月）及び１０月に貸与するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるとき

は、この限りでない。

２ 条例第８条第１項に規定する借受者（以下「借受者」という。）は、知事が別に定め

るところにより、貸付金を振り込む口座を指定しなければならない。指定した口座を

変更しようとするときも、同様とする。

（連帯保証人の変更）

第１０条 条例第８条第１項に規定する借受者（以下「借受者」という。）は、連帯保証人

が死亡したとき又は連帯保証人を変更したとき若しくは知事が連帯保証人を不適当であ

ると認めて変更を命じたときは、直ちに別記第９号様式による連帯保証人異動報告書に、

医師養成奨学貸付金に係る借受者にあっては別記第１０号様式による保証書及び新たな

連帯保証人の収入を証明する所得証明書を、初期臨床研修特別貸付金に係る借受者又は

特定科目後期臨床研修奨励貸付金に係る借受者にあっては別記第１０号様式による保証

書を添えて、知事に提出しなければならない。

（成績証明書等の提出）

第１１条 借受者は、貸付金の貸与を受けている間、次に掲げる書類を毎年４月３０日ま

でに知事に提出しなければならない。

(1) 医師養成奨学貸付金にあっては、次に掲げる書類

ア 大学の前学年度の学業成績を証明する書類

イ 第７条第１項第３号から第５号まで及び第９号に掲げる書類

(2) 初期臨床研修特別貸付金にあっては、次に掲げる書類

ア 初期臨床研修報告書（別記第１１号様式）

イ 第７条第１項第３号、第５号、第８号及び第９号に掲げる書類

(3) 特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、次に掲げる書類

ア 特定科目後期臨床研修報告書（別記第１２号様式）

イ 第７条第１項第３号、第５号、第８号及び第９号に掲げる書類

（借受者の届出義務）

第１２条 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を知事に届け

出なければならない。



37

(1) 借受者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 在学する大学の専攻課程、初期臨床研修の研修課程又は特定科目後期臨床研修の

研修課程を他に転じたとき。

(3) 大学を休学し、若しくは長期にわたって欠席しようとするとき又は長期にわたっ

て初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床研修を中断しようとするとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、借受者の身上に異動を生じたとき。

（貸付金の貸与の一時停止の通知）

第１３条 知事は、条例第５条の規定に基づき貸付金の貸与を一時停止するときは、別記

第１３号様式による貸付金一時停止通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（貸付金の貸与の再開の手続）

第１４条 条例第６条の規定に基づく貸付金の貸与の再開を申請しようとする借受者は、

別記第１４号様式による貸付金再開申請書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による貸付金再開申請書を受理した場合において、貸付金の貸与

を再開することを決定したときは、別記第１５号様式による貸付金再開決定通知書によ

り、当該借受者に通知するものとする。

（貸付金の貸与の辞退）

第１５条 借受者は、貸付金の貸与を受けることを辞退しようとするとき又は条例第７条

第２項の規定により特定科目加算貸付金の貸与の取消しの申請をするときは、別記第１

６号様式による貸付金辞退届を知事に提出しなければならない。

（貸付金の貸与の取消しの通知）

第１６条 知事は、条例第７条第１項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消すとき又は同

条第２項により特定科目加算貸付金の貸与を取り消すときは、別記第１７号様式による

貸付金取消し通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（貸付金の分割償還の承認手続）

第１７条 条例第８条第２項の規定に基づき貸付金を分割して償還させる必要があると認

めるときは、経済的な理由により貸与を受けた貸付金を直ちに償還することが困難なと

きその他貸付金を分割して償還させることが適当であると知事が認めるときとする。

２ 条例第８条第２項の規定に基づく貸付金の分割による償還を申請しようとする借受者

は、別記第１８号様式による貸付金分割償還承認申請書を知事に提出しなければならな

い。

３ 知事は、前項の規定による貸付金分割償還承認申請書を受理した場合において、貸付

金を分割して償還させることを承認したときは、別記第１９号様式による貸付金分割償
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還承認通知書により、当該借受者に通知するものとする。

４ 貸付金の分割償還は、貸付金を分割して償還することを承認された期間内において、

月賦の均等払によりしなければならない。ただし、繰上償還をすることを妨げない。

（利息の利率）

第１８条 条例第８条第３項の知事が定める割合は、年１０．０パーセントとする。ただ

し、貸付金の貸与を取り消され、又は貸付金の償還の猶予がされず、若しくは終了した

事情を勘案して、知事がやむを得ないと認めたときは、年３．０パーセントとする。

（貸付金の償還の猶予の承認手続）

第１９条 条例第９条第１項、第４項又は第５項の規定に基づく貸付金の償還の猶予を申

請しようとする借受者は、別記第２０号様式による貸付金償還猶予承認申請書を知事に

提出しなければならない。ただし、同項の規定に基づくものにあっては、その理由を証

明することができる書類を添えなければならない。

２ 知事は、前項の規定による貸付金償還猶予承認申請書を受理した場合において、貸付

金の償還の猶予を承認したときは、別記第２１号様式による貸付金償還猶予承認通知書

により、当該借受者に通知するものとする。

３ 知事は、条例第９条第１項第１号の規定により医師養成奨学貸付金の償還の猶予を受

けている特定科目加算貸付金に係る借受者であって、同号に規定する修学貸付金及び特

定科目加算貸付金に係る償還の猶予の要件を満たしているものが、修学貸付金について、

同条第５項の規定に基づく第１項の貸付金の償還の猶予の申請をしたときは、同条第４

項の例により、当該借受者に係る特定科目加算貸付金を償還させ、及び修学貸付金の償

還を猶予することができる。

（貸付金の償還の免除の承認手続）

第２０条 条例第１０条第１項の規定による期間の算定に当たっては、県内指定医療機関、

特定科目県内医療機関（条例第２条第５号に規定する特定科目県内医療機関をいう。以

下同じ。）、特別指定県内医療機関（同条第６号に規定する特別指定県内医療機関をいう。

以下同じ。）又は県内指定支援医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期間及

び医師の業務に従事した期間、県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修を受け

た期間並びに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関又は特別指定県内医療機関にお

いて指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間は、それぞれの月数によるものとし、

月の途中に当該期間が開始し、又は終了した場合は、当該月における日数が１５日を超

えるときにあってはこれを１月とし、１５日以下のときにあってはこれを切り捨てるも

のとする。ただし、１．５倍に相当する期間及び２分の１に相当する期間の算定にあっ
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ては、当該期間に１月未満の端数を生じたときは、当該端数を１月に切り上げる。

２ 前項の場合において、知事が適当であると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める月数を県内指定医療機関において医師の業務に従事した

月数（第１号に定める月数と第２号に定める月数とを合計した月数に０．５月以上の端

数を生じたときは、当該端数を１月に切り上げる。）とし、当該月数を特別指定県内医療

機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に従事した月数としないことができ

る。

(1) 特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関から県内指定医療機関に１週間

当たり１日派遣され、医師の業務に従事した場合 当該医師の業務に従事した日の属

する月数を５で除して得た月数

(2) 特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関から県内指定医療機関に１週間

当たり２日以上派遣され、医師の業務に従事した場合 当該医師の業務に従事した日

の属する月数を５で除した得た月数に２を乗じて得た月数

３ 条例第１０条第１項の規定による貸付金の償還の免除を申請しようとする借受者は、

別記第２２号様式による貸付金償還免除承認申請書を知事に提出しなければならない。

ただし、前項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、知事が別に定める書類を

添えなければならない。

４ 条例第１０条第３項の規定に基づく貸付金の一部の償還の免除は、医師養成奨学貸付

金に係る借受者にあっては同条第１項第１号アからエまでに掲げる期間のいずれか、初

期臨床研修特別貸付金に係る借受者にあっては同項第２号アからオまでに掲げる期間の

いずれか、特定科目後期臨床研修奨励貸付金に係る借受者にあっては同項第３号アから

ウまでに掲げる期間のいずれか（同条第２項において当該各規定の期間とみなされる期

間を含む。次項において「免除算定期間」という。）が当該借受者に貸付金を貸与した期

間（貸付金の貸与を一時停止した期間を除く。次項において同じ。）に達していたときに

行うものとする。この場合における期間の算定に当たっては、第１項本文及び第２項の

規定を準用する。

５ 前項の場合において、貸付金の一部の償還を免除する額は、同項の貸付金の一部の償

還の免除の要件となった免除算定期間を当該借受者に貸付金を貸与した期間の１．５倍

に相当する期間で除したものに当該借受者に貸与した貸付金の額を乗じて得た額とする。

６ 第４項に規定する場合のほか、知事が貸付金の一部の償還を免除することが適当であ

ると認めるときは、貸付金の一部の償還を免除することができる。

７ 条例第１０条第３項の規定に基づく貸付金の一部の償還の免除を申請しようとする借
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受者は、別記第２３号様式による貸付金償還一部免除承認申請書を知事に提出しなけれ

ばならない。ただし、第４項において準用する第２項の規定の適用を受けようとする場

合にあっては、知事が別に定める書類を添えなければならない。

８ 条例第１０条第５項の規定に基づく貸付金の全部又は一部の償還の免除を申請しよう

とする者は、別記第２４号様式による貸付金償還（一部）免除承認申請書を知事に提出

しなければならない。

９ 知事は、第３項の規定による貸付金償還免除承認申請書、第７項の規定による貸付金

償還一部免除承認申請書又は前項の規定による貸付金償還（一部）免除承認申請書を受

理した場合において、貸付金の償還の免除を承認したときは、別記第２５号様式による

貸付金償還免除承認通知書により、当該借受者等に通知するものとする。

（就業状況等の届出）

第２１条 借受者は、県内の医療機関において初期臨床研修を受ける（医師法（昭和２３

年法律第２０１号）第６条第１項の規定による医師免許の申請手続中に当該医療機関に

おいて初期臨床研修を受ける場合を含む。以下この条において同じ。）とき又は県内指定

医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援医療機

関において後期臨床研修（初期臨床研修を修了した後に行われる臨床研修をいう。以下

この条において同じ。）を受けるときは、別記第２６号様式による臨床研修受講届に当該

医療機関の長の証明を添えて、知事に提出しなければならない。初期臨床研修を受ける

県内の医療機関又は後期臨床研修を受ける県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、

特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援医療機関を変更したときも、同様とする。

２ 借受者は、県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県

内指定支援医療機関において医師の業務に従事するときは、別記第２７号様式による医

師業務従事届に当該医療機関の長の証明を添えて、知事に提出しなければならない。医

師の業務に従事する県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関

又は県内指定支援医療機関を変更したときも、同様とする。

３ 借受者は、貸付金（条例第８条第３項の規定により付される利息を含む。）の償還が完

了するまでの間、次の各号のいずれかに該当したときは、第１号から第４号までに係る

届出にあっては直ちに、第５号に係る届出にあっては遅滞なく知事に届け出なければな

らない。この場合において、第１号又は第３号に係る届出にあっては別記第２８号様式

による臨床研修中止届に、第２号又は第４号に係る届出にあっては別記第２９号様式に

よる医師業務退職等届に、第５号に係る届出にあっては別記第３０号様式による育児休

業・介護休業取得届に事業主による証明書を添付することによるものとする。
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(1) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に特定科目後期臨床研修を受けることを

やめたとき。

(2) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に県内指定医療機関、特定科目県内医療

機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に従事し

なくなったとき。

(3) 県内の医療機関において初期臨床研修を受けることをやめたとき又は県内指定医

療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援医療機

関において後期臨床研修を受けることをやめたとき。

(4) 退職その他の理由により県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内

医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に従事しなくなったとき。

(5) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第５条第１項の規定に

基づく育児休業又は同法第１１条第１項の規定に基づく介護休業（同法の規定の適用

を受けない者にあっては、これらに準ずる休業）を取得するとき。

（延滞金）

第２２条 条例第１１条第１項の規定により延滞金を徴収する場合において、同項の規定

により計算した延滞金の額に１００円未満の端数があるとき又は延滞金の額が５００円

未満であるときは、当該端数又は当該額を切り捨てるものとする。

２ 条例第１１条第３項の規定に基づき延滞金を減額し、又は免除するときは、次の各号

のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害等の理由により償還すべき日までに貸付金を償還することができなかったと

き。

(2) 前号に掲げる場合のほか、償還すべき日までに貸付金を償還することができなか

ったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(3) 条例第１０条の規定に基づき貸付金の全部又は一部の償還を免除するとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めるとき。

３ 条例第１１条第３項の規定に基づく延滞金の減額又は免除は、知事が特に認めるとき

を除き、延滞金の減額又は免除を受けようとする者からの申請により行うものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２０年３月２５日規則第２４号）

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。
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附 則（平成２０年１０月３１日規則第９０号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行

規則第７条の規定は、平成２０年度の初期臨床研修特別貸付金又は特定科目後期臨床研修

奨励貸付金の貸与の申請から適用する。

附 則（平成２２年１０月２２日規則第７４号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（以下この項

において「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸付金の貸与

を決定する者の貸付金の貸与及び償還について適用し、同日前に貸付金の貸与を決定し

た者の貸付金の貸与及び償還については、なお従前の例による。ただし、高知県医師養

成奨学貸付金等貸与条例の一部を改正する条例（平成２２年高知県条例第３８号。以下

この項において「一部改正条例」という。）附則第２項ただし書に規定する者にあっては、

一部改正条例による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例（平成１９年高知県

条例第７号）及びこの規則による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規

則の規定により貸与した医師養成奨学貸付金並びに同日以後に一部改正条例による改正

後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例及び新規則の規定により貸与する医師養成奨

学貸付金の償還については、新規則の規定を適用する。

附 則（平成２５年１２月２７日規則第５９号）

（施行期日）

１ この規則は、平成２６年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（次項におい

て「新規則」という。）第１８条の規定は、この規則の施行の日（同項において「施行日」

という。）において現に貸付金を償還している者については、適用しない。

３ 新規則第１９条第３項（新規則第２０条第１項（同条第３項において準用する場合を

含む。）において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に受ける特定科目後期臨

床研修及び従事する医師の業務に係る期間の算定について適用し、施行日前に受けた特

定科目後期臨床研修及び従事した医師の業務に係る期間の算定については、なお従前の

例による。

附 則（平成２７年１２月２８日規則第８８号）
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（施行期日）

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（次項におい

て「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日（同項において「施行日」という。）

において現に貸付金を償還している者については、適用しない。

３ 新規則の規定は、施行日以後に受ける特定科目後期臨床研修及び従事する医師の業務

並びに当該期間の算定について適用し、施行日前に受けた特定科目後期臨床研修及び従

事した医師の業務並びに当該期間の算定については、なお従前の例による。

附 則（平成２９年３月２８日規則第２２号）

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（令和３年３月３０日規則第１７号）

（施行期日）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則別記第９号様

式、別記第11号様式、別記第12号様式、別記第14号様式、別記第16号様式、別記第

18号様式、別記第20号様式、別記第22号様式から別記第24号様式まで及び別記第26

号様式から別記第30号様式は、この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等

貸与条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

附 則（令和４年４月１日規則第１９号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の規定は、こ

の規則の施行の日において現に貸付金を償還している者については、適用しない。

附 則（令和５年３月３１日規則第３０号）

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の規定は、こ

の規則の施行の日において現に貸付金の償還をしている者については、適用しない。
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別表（第５条関係）

１ 高知県保健医療計画に定める中央保健医療圏以外の区域

２ 高知県保健医療計画に定める中央保健医療圏の区域のうち、高知市及び南国市を除

く区域
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別記

第１号様式（第７条関係）

年 月 日
高知県知事 様

申請者 住所
氏名 ㊞
電話番号

医師養成奨学貸付金貸与申請書
高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第３条第１項（第５項）の規定に基づき医師養成奨学

貸付金の貸与を受けたいので、次のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第７
条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。

貸与を受ける医師養成奨学貸付金の返還の債務については、申請者と連帯して、その責任を
負います。

年 月 日
連帯保証人 本籍

住所
氏名 ㊞
電話番号

連帯保証人 本籍
住所
氏名 ㊞
電話番号

注
１ この申請書に押印した申請者及び連帯保証人の印鑑について、市町村長の証明書を添

えてください。
２ 「特定科目加算貸付金の貸与申請の有無」欄は、いずれか該当するものを○で囲み、

「有」の場合は、科目名を記入して下さい。
３ 「地域枠入学」欄は、該当する場合□内にレ点を付けてください。
４ この申請書には、身上調書（別記第４号様式）、戸籍抄本、誓約書（別記第５号様式）、

在学する大学の在学証明書、在学する大学又は学部の長の推薦書並びに申請者の属する
世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書を添え
てください。

貸与申請額 月額 円
特定科目加算
貸付金の加算

有（特定診療科目名 ）・無

貸与申請期
間

年 月 ～ 年 月

ふりがな
生年月日 年 月 日

氏名

本籍

現住所

出身高等学
校等

年 月卒業
立 学校

在学する大
学

名称
所在地

地域枠入学 該当・非該当

入学年月日 年 月 日 大学卒業予定年月 年 月
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第４号様式（第７条関係）

身上調書

注 「家族」欄は、申請者と生計を一にする家族について記入してください。

申請者氏名 ㊞

電話番号

メールア
ドレス

申請者住所

家
族

続柄 氏名 年齢 職業 摘要

連帯保証人

申 請 者 と の
関係

ふりがな
生年月日 職業 年収 資産

氏名
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第５号様式（第７条関係）

年 月 日

高知県知事 様

住所

氏名 ○印

誓 約 書

私は、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例の規定に基づき医師養成奨学貸

付金（初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金）の貸与を

受けることになったときは（受けていますが）、同条例及び高知県医師養成奨

学貸付金等貸与条例施行規則の規定を遵守し、将来、同条例第２条第４号に規

定する県内指定医療機関又は同条第５号に規定する特定科目県内医療機関に

おいて医師として業務に従事することを誓約します。
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第６号様式（第８条関係）

第７号様式（第８条関係）
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第９号様式（第１０条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名

電話番号

連帯保証人異動報告書

下記のとおり連帯保証人を変更しましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規

則第10条の規定により関係書類を添えて報告します。

記

１ 変更した連帯保証人

住所

氏名

２ 連帯保証人を変更した理由

３ 新たな連帯保証人

注 この報告書には、保証書（別記第10号様式）及び新たな連帯保証人の収入を証明する所得

証明書を添えてください。

借受者と

の関係

ふりがな 生年月日 職業 年収 資産

氏名
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第１０号様式（第１０条関係）
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第１１号様式（第１１条関係）
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第１３号様式（第１３条関係）
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第１４号様式（第１４条関係）
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第１５号様式（第１４条関係）
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第１６号様式（第１５条関係）
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第１７号様式（第１６条関係）
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第１８号様式（第１７条関係）
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第１９号様式（第１７条関係）
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第２０号様式（第１９条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名

電話番号

貸付金償還猶予承認申請書

下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第９条第１項（第４項・第５項）の規

定に基づく医師養成奨学貸付金（修学貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床

研修奨励貸付金）の償還の猶予を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行

規則第 19 条第１項の規定により申請します。

記

１ 貸付金（修学貸付金）の貸与を受けた期間

年 月から 年 月まで

２ 貸与を受けた貸付金（修学貸付金）の額

円

３ 貸付金（修学貸付金）の償還の猶予をする予定期間

年 月から 年 月まで

４ 貸付金の償還の猶予を申請する理由

注 災害、病気その他やむを得ない理由のため償還の猶予を希望する場合は、その理由を証明

することができる書類を添えてください。
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第２１号様式（第１９条関係）
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第２２号様式（第２０条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名 ㊞

電話番号

貸付金償還免除承認申請書

下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条第１項の規定による医師養成奨

学貸付金（特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金）

の償還の免除を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20条第３項の

規定により申請します。

記

１ 貸付金（特定科目加算貸付金）の貸与を受けた期間

年 月から 年 月まで

２ 貸与を受けた貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円

３ 貸付金（特定科目加算貸付金）の償還の免除の要件となる医療機関において医師の業務に

従事した期間等

(１) 年 月 日から 年 月 日まで（ ）

(２) 年 月 日から 年 月 日まで（ ）

４ 貸付金（特定科目加算貸付金）の償還の免除を申請する理由

注 高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第 20 条第２項の規定の適用を受けようと

するときは、知事が別に定める書類を添えてください。
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第２３号様式（第２０条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名

電話番号

貸付金償還一部免除承認申請書

下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条第３項の規定に基づく医師養成

奨学貸付金（特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付

金）の一部の償還の免除を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20

条第７項の規定により申請します。

記

１ 貸付金（特定科目加算貸付金）の貸与を受けた期間

年 月から 年 月まで

２ 貸与を受けた貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円

３ 貸付金（特定科目加算貸付金）の一部の償還の免除の要件となる医療機関において医師の

業務に従事した期間等

(１) 年 月 日から 年 月 日まで（ ）

(２) 年 月 日から 年 月 日まで（ ）

４ 貸付金（特定科目加算貸付金）の一部の償還の免除を申請する理由

注 高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第 20 条第４項において準用する同条第２

項の規定の適用を受けようとするときは、知事が別に定める書類を添えてください。
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第２４号様式（第２０条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者その他の者

住所

氏名

電話番号

貸付金償還（一部）免除承認申請書

下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条第５項の規定に基づく医師養成

奨学貸付金の（一部の）償還の免除を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施

行規則第20条第８項の規定により申請します。

記

１ 貸付金の貸与を受けた期間

年 月から 年 月まで

２ 貸与を受けた貸付金の額

円

３ 償還済みの貸付金の額

円

４ 未償還の貸付金の額

円

５ 貸付金の全部又は一部の償還の免除を申請する理由

注 １ 心身障害の場合は、病院又は診療所の作成した診断書を添えてください。

２ 借受者が死亡した場合は、死亡したことを証明する書類を添えて、遺族の方が申請し

てください。
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第２５号様式（第２０条関係）

第 号

年 月 日

住所

氏名 様

高知県知事 □印

貸付金償還免除承認通知書

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条の規定により、下記のとおり医師養成奨学貸付

金（特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金）の償

還を免除しますので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20条第９項の規定によ

り通知します。

記

１ 貸与した貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円

２ 償還済みの貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円

３ 未償還の貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円

４ 償還を免除する貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円
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第２６号様式（第２１条関係）
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第２７号様式（第２１条関係）
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第２９号様式（第２１条関係）
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第３０号様式（第２１条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名

電話番号

育児休業・介護休業取得届

下記のとおり育児休業（介護休業）を取得するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条

例施行規則第 21 条第３項の規定により届け出ます。

記

予定する育児休業（介護休業）期間

年 月 日から 年 月 日まで

注 この届には、取得することについての事業主による証明書を添えてください。
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1５ その他の様式

同 意 書

高知県知事 様

私は、下記のことを条件として、高知県が私個人の情報を提供することに同意し

ます。

記

提供目的：地域枠等高知県医師養成奨学貸付金の借受者に対するキャリア形成支援

及び償還のためのフォローアップ

提供情報：借受者個人の氏名、生年月日、性別、出身地、大学名、入学及び卒業年

度、連絡先、申請内容、借受実績、勤務先医療機関または在籍大学名

提供期間：貸与決定から償還終了まで

提 供 先：高知大学医学部、高知地域医療支援センター、高知医療再生機構、勤

務先医療機関

年 月 日

同意者（借受者本人）

住 所

氏 名 ㊞

電話番号（日常的に連絡の取れるもの）

メールアドレス（日常的に連絡の取れるもの）



70

申 立 書

高知県医師養成奨学貸付金貸与申請にかかる連帯保証人

と は、それぞれが独立の生計を営んでおります。

 

高知県知事 様

 

令和 年 月 日

借受者 氏名 ○印

連帯保証人 氏名 ○印

連帯保証人 氏名 ○印
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（ 執行機関コード ）
執行機関名

枚中 枚

1  新規登録

2  変　　　更

Ｃ♯ 9  削　　　除

0 ※変更の場合は、変更した項目の記載のみでかまいません。

－

Ｃ♯

0

Ｃ♯ 2 　口座振替 ２， ９ のいずれか一つを選んで

0 9 　その他　（　　　　　　）

記入してください。

1 　普通預金 １， ２， ９ のいずれか一つを選んで

2 　当座預金 記入してください

9 　その他　（　　　　　　）

上記のとおり申請します。

高 知 県 知 事     様 年 月 日

住　　　　 所

氏　　　　 名

財務会計

債　権　者　登　録　（変　更）　申　請　書

データ区分 処理区分 債権者コード 債　権　者　名 処理区分

点検者 記入者

会社区分コード 住 所 コ ー ド

1

郵　便　番　号 住　　所　　（都道府県名から記入してください。）

都・道
府・県

番　　地　（住所コードに対応しない地名、番地等）

方　　書　（ビル名、アパート名等を記入してください。）

氏　　名　　１　　　（　　カ　　　ナ　　）

2

氏　　名　　２　　　（　　カ　　　ナ　　）

氏　　名　　１　　　（　　漢　　字　　）

氏　　名　　２　　　（　　漢　　字　　）

電　　話　　番　　号

支払方法

3
2

金融機関コード 金　　融　　機　　関　　名 店　　　舗　　　名

預金種別

口　座　番　号

口　　　　座　　　　名　　　　義　　　　人　　　　（　　　　カ　　　　ナ　　　　）

関連債権者コード

１， ２， ９ のいずれ
か一つを選び、○で
囲んでください。

＊債権者名変更の場合は変
更前の債権者名を記入

1

申
請
者
 

【記載上の注意（法人の場合）】 

①氏名及び口座名義人の（カナ）欄は下のカナ略称を記入し

てください。 

法人の種類 カナ略称 法人の種類 カナ略称 

株式会社 カ 学校法人 カ゛ク 

有限会社 ユ 国立大学法人 
タ゛イ 

合名会社 メ 公立大学法人 

合資会社 シ 独立行政法人 ト゛ク 

合同会社 ト゛ 地方独立行政法人 チト゛ク 

医療法人 

イ 

特定非営利活動法人 トクヒ 

医療法人社団 弁護士法人 ヘ゛ン 

医療法人財団 行政書士法人 キ゛ヨ 

社会医療法人 司法書士法人 シホウ 

財団法人 

サ゛イ 

税理士法人 セ゛イ 

一般財団法人 管理組合法人 カンリ 

公益財団法人 農事組合法人 ノウ 

社団法人 

シヤ 

社会労務士法人 ロウム 

一般社団法人 有限責任中間法人 
チユウ 

公益社団法人 無限責任中間法人 

社会福祉法人 フク 更正保護法人 ホコ゛ 

宗教法人 シユウ 相互会社 ソ 

②略号の前後は次のように「かっこ」で区切ってください。 

一般社団法人高知 → シヤ)コウチ 

高知株式会社 → コウチ (カ 

高知有限会社安芸営業所 → コウチ(ユ)アキ(エイ 

③法人名に続く役職名・代表者名などは省略できます。 

土佐株式会社 代表取締役 ○山×男 → トサ(カ 
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【このチェック票は申請書類とともに提出して下さい】

年

□ 医師養成奨学貸付金貸与申請書（第１号様式）

□

□

□ 身上調書（第4号様式）

□

□ 戸籍抄本

□

□ 誓約書（第5号様式）

□ 在学証明書

□ 学部の長の推薦書

□ 所得証明書(源泉徴収票は不可)

□

□ 印鑑登録証明書

□

□ 3ヶ月以内に取得したもの

□

□

□

□ 大学名・氏名を記入　、800字程度　、A4横書き

□

□

□

□

書類をもう一度確認してください

□ 書類はボールペンで記入している(消せるボールペンは絶対使用しない)

□ 記入漏れや空白の欄はない

□ 押印欄には印鑑登録証明の印（実印）を押している

　　　　　　　　　　　　　提出前最終チェック票
　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　

連帯保証人は2名記入している(連帯保証人同士の住所が同一の場合は申立書が必要）

本籍は都道府県名だけでなく番地まで記入している

本人が属する世帯の全員を記入している

6ヶ月以内に取得したもの(申請者本人のみで可)

世帯の全員(学生の兄弟分は不要）・連帯保証人

申請者本人・連帯保証人

「医師の確保が必要な地域で医師業務に従事しようとする理由」

大学名・氏名を記入　、字数制限なし、A4横書き

「15年後のあなたの姿」

同意書

高知県医師養成奨学貸付金借受者のキャリア形成支援および償還のフォロー
アップのため、提供先の連携が必要ですので提出をお願いします。

請求書

必要事項を記入後、押印
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　　　令和　　年　　月　　日

　高知県知事　　様

住　　所

氏　　名

電話番号

　借受者異動届

　下記のとおり、（□氏名、□住所、□本籍、□電話番号）を変更しましたので、

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第１２条の規定により届け出ます。

記

ふ　り　が　な

氏　名

住　所

本　籍

電話番号

ふ　り　が　な

氏　名

住　所

本　籍

電話番号

〒　　-

※異動のあった項目について、新旧ともに記入すること。
（異動のない項目は記載不要）

異動年月日 　　　　　　年　　　月　　　日

旧

新
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令和　　年　　月　　日

　高知県知事　　様

住　　所

氏　　名

電話番号

連帯保証人異動届

　下記のとおり、連帯保証人　　　　　　　　　の（□氏名、□住所、□本籍、□電話番号）

を変更しましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第12条の規定により届け

出ます。

記

ふ　り　が　な

氏　名

住　所

本　籍

電話番号

ふ　り　が　な

氏　名

住　所

本　籍

電話番号

〒　　-

〒　　-

※異動のあった事項について、新旧ともに記入すること。
　（異動のない項目は記入不要）

異動年月日 　　　　　　年　　　月　　　日

旧

新
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　高知県知事　様

借受者 住　所

氏　名

電話番号

　下記のとおり休学しますので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第１２条

第１項第３号の規定に基づき届け出ます。

   記

１．期　間 令和　　年　　月　　日 から 令和　　年　　月　　日

２．理　由

令和　　年　　月　　日

休　　　学　　　届
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　　高知県知事　様

借受者 住　所

氏　名 印

電話番号

　下記のとおり、高知県医師養成奨学貸付金の貸与の一時停止を申請します。

   記

１．大学名及び学年

大学名：

学　年：

２．貸付金を一時停止する期間

令和　　年　　月　　日 から 令和　　年　　月　　日

３．一時停止を申請する理由

(注) 負傷又は疾病のため大学を休学し、若しくは長期にわたって欠席する場合は、
医療機関の作成した診断書を添えて下さい。なお、休学する場合は、休学届を
復学した場合は、復学届も提出して下さい。

令和　　年　　月　　日

貸 付 金 一 時 停 止 申 請 書
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年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名

電話番号

地域医師業務従事届

年度の算入について、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第 20 条の規定に

より、下記のとおり届出します。

記

（計算証明）

年度の算入については以下のとおりです。

医師名

算入月 ／５月

年 月 日

算入計算医療機関

病院長（診療科長等でも可）

氏名 印

●算入計算書

( 年度）

注 月４日未満の派遣は除外します。

合計算入月数は、0.5 月以上の端数は切り上げ、0.5 月未満の端数は切り捨てます。

派遣先

医療機関名
期間

派遣期間

月数 Ａ

算入割合

（Ａ×割合）

算入月数

Ｂ

（Ａ×割合結果）

うち

非派遣日

（開始日）令和 年 月 日

（終了日）令和 年 月 日
月 × ／５ ／５月

（開始日）令和 年 月 日

（終了日）令和 年 月 日
月 × ／５ ／５月

合 計

／５月

≒ 月

【年間換算】※割り切れない場合は少数第 3 位を四捨五入

［ １年 × ／12 月 ］= 年
年
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16 申請書類記入例
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第５号様式（第７条関係）

令和X年４月２１日

高知県知事 様

住所 高知県南国市岡豊町×××番地

ルンルンハウス２０３号

氏名 高知 奨学 ㊞

誓約書

私は、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例の規定に基づき医師養成奨学貸付金の貸与を

受けることになったときは、同条例及び高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の規

定を遵守し、将来、同条例第２条第４号に規定する県内指定医療機関又は同条第５号に規定

する特定科目県内医療機関において医師として業務に従事することを誓約します。

実印

・消せるボールペンは使用しないでください。

・訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引きその上に実印を押印し、余

白に訂正内容を記入してください。

記入例

貸与申請書の住所
を記入してくださ
い。

申請日と同日かそ
れ以降の日を記入
してください。
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同 意 書

高知県知事 様

私は、下記のことを条件として、高知県が私個人の情報を提供することに
同意します。

記

提供目的：地域枠等高知県医師養成奨学貸付金の借受者に対するキャリア形成支援

及び償還のためのフォローアップ

提供情報：借受者個人の氏名、生年月日、性別、出身地、大学名、入学及び卒業年

度、連絡先、申請内容、借受実績、勤務先医療機関または在籍大学名

提供期間：貸与決定から償還終了まで

提 供 先：高知大学医学部、高知地域医療支援センター、高知医療再生機構、勤

務先医療機関

令和X年４月２１日

同意者（借受者本人）

住 所 高知県南国市岡豊町×××番地●●ﾊｳｽ203号

氏 名 高知 奨学 ㊞

電話番号（日常的に連絡の取れるもの）

080－9999－××××

メールアドレス（日常的に連絡の取れるもの）

ishiyousei@ishi.dr.jp

実印

申請日と同日かそれ
以降の日を記入して
ください。

・消せるボールペンは使用しないでください。

・訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引きその上に実印を押印し、余

白に訂正内容を記入してください。

記入例
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申 立 書

高知県医師養成奨学貸付金貸与申請にかかる連帯保証人 黒潮 元気

と 土佐 太郎 は、それぞれが独立の生計を営んでおります。

 

高知県知事 様

 

令和 X年 ４月 ２１日

借受者 氏名 仁淀 青 ○印

連帯保証人 氏名 黒潮 元気 ○印

連帯保証人 氏名 土佐 太郎 ○印

記入例

・この申立書は連帯保証人同士が同一の住所の場合に作成してください。

（貸与申請書記入例の高知養成さんと県庁黒潮さんの様に住所が違う場合は作成不要です。）

・消せるボールペンは使用しないでください。

実印

申請日と同日かそれ以
降の日を記入してくだ
さい。

実印

実印
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（ 執行機関コード ）
執行機関名

枚中 枚

1  新規登録

2  変　　　更

Ｃ♯ 9  削　　　除

0 ※変更の場合は、変更した項目の記載のみでかまいません。

7 3 － 0 0 0 高知 南国市岡豊町

Ｃ♯

0
コ チ ョ ウ ガ ク

0 0 9 9 9●●●●

Ｃ♯ 2 　口座振替 ２， ９ のいずれか一つを選んで

0 9 　その他　（　　　　　　）

記入してください。

1 　普通預金 １， ２， ９ のいずれか一つを選んで

2 　当座預金 記入してください

9 　その他　（　　　　　　）

0 2 3 5 6

コ チ ョ ウ ガ ク

上記のとおり申請します。

高 知 県 知 事     様 令和● 年 ●月 ●日

住　　　　 所

氏　　　　 名

財務会計

債　権　者　登　録　（変　更）　申　請　書

データ区分 処理区分 債権者コード 債　権　者　名 処理区分

点検者 記入者

会社区分コード 住 所 コ ー ド

1

郵　便　番　号 住　　所　　（都道府県名から記入してください。）

8 0
都・道
府・県

番　　地　（住所コードに対応しない地名、番地等）

2 0 0 0 番 地 1 0 － 2 0 3 号

方　　書　（ビル名、アパート名等を記入してください。）

● ● ● ● ハ ウ ス

氏　　名　　１　　　（　　カ　　　ナ　　）

2
ウ シ

氏　　名　　２　　　（　　カ　　　ナ　　）

氏　　名　　１　　　（　　漢　　字　　）

高 知 　 奨 学

氏　　名　　２　　　（　　漢　　字　　）

電　　話　　番　　号

8 9

支払方法

3
2

金融機関コード 金　　融　　機　　関　　名 店　　　舗　　　名

土佐銀行 桂浜支店

預金種別

口　座　番　号

1 4

口　　　　座　　　　名　　　　義　　　　人　　　　（　　　　カ　　　　ナ　　　　）

ウ シ

関連債権者コード

高知　奨学

１， ２， ９ のいずれ
か一つを選び、○で
囲んでください。高知　奨学

＊債権者名変更の場合は変
更前の債権者名を記入

1

申
請
者
 

南国市岡豊町２０００番地１０－２０３号

【記載上の注意（法人の場合）】 

①氏名及び口座名義人の（カナ）欄は下のカナ略称を記入し

てください。 

法人の種類 カナ略称 法人の種類 カナ略称 

株式会社 カ 学校法人 カ゛ク 

有限会社 ユ 国立大学法人 
タ゛イ 

合名会社 メ 公立大学法人 

合資会社 シ 独立行政法人 ト゛ク 

合同会社 ト゛ 地方独立行政法人 チト゛ク 

医療法人 

イ 

特定非営利活動法人 トクヒ 

医療法人社団 弁護士法人 ヘ゛ン 

医療法人財団 行政書士法人 キ゛ヨ 

社会医療法人 司法書士法人 シホウ 

財団法人 

サ゛イ 

税理士法人 セ゛イ 

一般財団法人 管理組合法人 カンリ 

公益財団法人 農事組合法人 ノウ 

社団法人 

シヤ 

社会労務士法人 ロウム 

一般社団法人 有限責任中間法人 
チユウ 

公益社団法人 無限責任中間法人 

社会福祉法人 フク 更正保護法人 ホコ゛ 

宗教法人 シユウ 相互会社 ソ 

②略号の前後は次のように「かっこ」で区切ってください。 

一般社団法人高知 → シヤ)コウチ 

高知株式会社 → コウチ (カ 

高知有限会社安芸営業所 → コウチ(ユ)アキ(エイ 

③法人名に続く役職名・代表者名などは省略できます。 

土佐株式会社 代表取締役 ○山×男 → トサ(カ 

記入例
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記入例





【貸付金の制度に関すること】

高知県健康政策部医療政策課

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番２０号

電話：088-823-9660 FAX：088-823-9137

E-Mail：i9660@ken.pref.kochi.lg.jp

【キャリア形成に関すること】

高知地域医療支援センター

〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮（高知大学医学部内）

電話：088-880-2191 FAX：088-880-2192

E-Mail：is27@kochi-u.ac.jp

組織から探す ▷医療政策課
高知県庁

ホームページ ⇒ ⇒ ⇒

医師を目指す方

への奨学金

高知県医師養成奨学貸付金のホームページ

URL http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131301/2017032800308.html

条例、規則、各種様式等を閲覧、印刷できます。

高知県医療政策課のホームページ内に掲載しています。

健康政策部


